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1. 概要 

  本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第 7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈」（以下「解釈」という。）に適合し，技術基準規則第 54条及びその解釈に規定される「重大事

故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため，Ⅴ-1-1-3「発電用原

子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計方針」（以下「Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方

針」」という。）の「4.1 構造物への荷重を考慮する施設」にて設定している軽油タンクが，降下

火砕物に対して構造健全性を維持することを確認するための強度評価方針について説明するもの

である。 

  強度評価は，Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の

うちⅤ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」（以下「Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関す

る基本方針」」という。）に示す適用規格を用いて実施する。 

  降下火砕物の影響を考慮する施設のうち，軽油タンクの具体的な計算の方法及び結果は，Ⅴ-3-

別添 2-3「軽油タンクの強度計算書」に示す。 
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2. 強度評価の基本方針 

  強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として，「4.1 荷重及び荷重の

組合せ」で示す降下火砕物による荷重と組み合わすべき他の荷重による組合せ荷重により発生す

る応力等が，「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを，「5. 強度評価方法」で示す評価

方法及び考え方を使用し，「6. 適用規格」で示す適用規格を用いて確認する。 

 

 2.1 評価対象施設 

   本資料における評価対象施設は，Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方

針」の「4. 要求機能及び性能目標」にて設定している構造物への荷重を考慮する施設のうち，

軽油タンクを強度評価の対象施設とする。 

 

  



 

3 

K7
 ①

 Ｖ
-3
-別

添
2-
1-
1 
R0
 

3. 構造強度設計 

  Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に対し，「3.1 

構造強度の設計方針」で設定している構造物への荷重を考慮する施設が，構造強度設計上の性能

目標を達成するように，Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「5. 機

能設計」で設定している軽油タンクが有する機能を踏まえて，構造強度の設計方針を設定する。 

  また，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷重に対し，軽油タンクの構造強度

を保持するように構造設計と評価方針を設定する。 

 

 3.1 構造強度の設計方針 

   軽油タンクは，Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4. 要求

機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏ま

え，想定する降下火砕物，地震及び積雪を考慮した荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持

を考慮して，軽油タンクのコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，軽油タンクの主要な構造

部材が構造健全性を維持する設計とする。 

 

 3.2 機能維持の方針 

   Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4. 要求機能及び性能目

標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために，「3.1 構造強度の設計方針」

に示す構造を踏まえ，Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の

組合せ及び許容限界」で設定している荷重条件を適切に考慮して，構造設計及びそれを踏まえ

た評価方針を設定する。 

 

  (1) 構造設計 

    軽油タンクは，平底たて置円筒形容器とする。軽油タンクは，適切な強度を有する鋼製の

屋根板及び胴板を主体構造とし，屋外の軽油タンクエリアに設けたコンクリート基礎に基礎

ボルトで固定する構造とする。 

    想定する降下火砕物及び積雪（以下「降下火砕物等」という。）の堆積による鉛直荷重に対

しては，降下火砕物が堆積する屋根板及び屋根板に接続する胴板（上部）に伝達する構造と

する。また，地震荷重に対しては，胴板（下部）を介して基礎ボルトに伝達する構造とする。 

    軽油タンクの構造計画を表 3－1に示す。 

 

  (2) 評価方針 

    軽油タンクは，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の評価方針とする。 

    想定する降下火砕物，地震及び積雪を考慮した荷重に対し，荷重の作用する部位及び荷重

が伝達する部位を踏まえて，軽油タンクを構成する屋根板，胴板（上部及び下部）及び軽油

タンクを支持する基礎ボルトが，おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。評

価方法としては，ＦＥＭを用いた解析により算出した応力及び「5. 強度評価方法」に示す

強度評価式により算出した応力を基に評価を行う。 

    降下火砕物，地震及び積雪を考慮した荷重に対する強度評価を，Ⅴ-3-別添 2-3「軽油タン



 

4 

K7
 ①

 Ｖ
-3
-別

添
2-
1-
1 
R0
 

クの強度計算書」に示す。 

 

表 3－1 軽油タンクの構造計画 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

【位置】 

軽油タンクは，屋外の軽油タンクエリアに設置する設計とする。 

軽油タンク 

平底たて置円

筒形容器であ

り，鋼製の胴

板及び屋根板

により構成す

る。 

容器底部をコ

ンクリート基

礎に基礎ボル

トで固定す

る。 
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

  強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「4.2 

許容限界」に示す。 

 

 4.1 荷重及び荷重の組合せ 

   強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本

方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ，以下のとおり設定する。 

 

  (1) 荷重の種類 

   a. 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

     常時作用する荷重は，Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2)a. 

荷重の種類」で設定している常時作用する荷重に従って，持続的に生じる荷重である自重

及び水頭圧とする。 

 

   b. 降下火砕物による荷重（Ｆａ） 

     降下火砕物による荷重は，Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止

に関する説明書」のうちⅤ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷

の防止に関する基本方針」（以下「Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等に

よる損傷の防止に関する基本方針」」という。）の「4.1 自然現象の組合せについて」で設

定している自然現象の組合せに従って，主荷重として扱うこととし，Ⅴ-1-1-3-4-1「火山

への配慮に関する基本方針」の「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」に示す降下火砕物

の特性及び「2.1.3(2)a. 荷重の種類」に示す降下火砕物による荷重を踏まえて，湿潤密

度 1.5g/cm3 の降下火砕物が 35cm 堆積した場合の荷重として堆積量 1cm ごとに 147.1N/m2

の降下火砕物による荷重が作用することを考慮し設定する。 

 

   c. 地震荷重（Ｆｋ） 

     地震荷重は，Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4.1 自然現象の組合せについて」で設定している自然現象の組合せ

に従って，従荷重として扱うこととし，Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現

象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4.1 自然現象の組合せについて」に示す組

み合わせる地震を踏まえて，年超過確率 10-2相当の地震動を主荷重に組み合わせる地震荷

重として考慮することとするが，その大きさは，年超過確率 10-2相当地震動を上回る地震

動として，Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅤ-2-1-2「基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの策定概要」に示す弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を地震荷重として設

定する。 

 

   d. 積雪荷重（Ｆｓ，Ｆｓｂ） 

     積雪荷重は，Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4.1 自然現象の組合せについて」で設定している自然現象の組合せ
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に従って，従荷重として扱うこととし，Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現

象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4.1 自然現象の組合せについて」に示す組

み合わせる積雪深を踏まえて，柏崎市における 1日当たりの積雪量の年超過確率 10-2規模

の値 84.3cm が堆積した場合の荷重を主荷重に組み合わせる積雪荷重（Ｆｓ）とする。更に，

従荷重として扱う積雪荷重とは別に，ベース負荷として日最深積雪量の平均値に当たる積

雪量 31.1cm による荷重を常時考慮する積雪荷重（Ｆｓｂ）として考慮する。積雪荷重につ

いては，新潟県建築基準法施行細則により，積雪量 1cmごとに 29.4N/m2の積雪荷重が作用

することを考慮し設定する。 

 

  (2) 荷重の組合せ 

   a. 降下火砕物による荷重，地震荷重及び積雪荷重の組合せ 

     降下火砕物による荷重，地震荷重及び積雪荷重については，Ⅴ-1-1-3-1-1「発電用原子

炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4.1 自然現象の組合

せについて」を踏まえて，それらの組合せを考慮し，自然現象の荷重として扱う。自然現

象の荷重は短期荷重として扱う。 

 

   b. 荷重の組合せ 

     荷重の組合せについては，自然現象の荷重及び常時作用する荷重を組み合わせる。 

     なお，常時作用する荷重，地震荷重及び積雪荷重については，組み合わせることで降下

火砕物による荷重の抗力となる場合には，評価結果が保守的となるよう荷重の算出におい

て考慮しないこととする。 

     上記を踏まえ，軽油タンクの強度評価における荷重の組合せの設定については，施設の

設置状況及び構造等を考慮し設定する。軽油タンクにおける荷重の組合せの考え方を表 4

－1に示す。 

 

表 4－1 荷重の組合せ 

考慮する荷重

の組合せ 

荷 重 

常時作用 

する荷重 

（Ｆｄ） 

主荷重 従荷重 ベース負荷 

降下火砕物 

による荷重 

（Ｆａ） 

地震荷重

（Ｆｋ） 

積雪荷重

（Ｆｓ） 

常時考慮す

る積雪荷重

（Ｆｓｂ） 自
重 

水
頭
圧 

ケース 1 ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ 

ケース 2 ◯ ― ◯ ― ◯ ◯ 

 注：○は考慮する荷重を示す。  
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  (3) 荷重の算定方法 

    「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重のうち，「4.1(2)a. 降下火砕物による荷重，

地震荷重及び積雪荷重の組合せ」で設定している自然現象の荷重の鉛直荷重及び水平荷重の

算出式及び算出方法を以下に示す。 

 

   a. 記号の定義 

     荷重の算出に用いる記号を表 4－2 に示す。 

 

表 4－2 荷重の算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

ＣＨ ― 水平方向設計震度 

ＣＶ ― 鉛直方向設計震度 

Ｆａ N/m2 湿潤状態の降下火砕物による荷重 

Ｆｓ N/m2 従荷重として組み合わせる積雪荷重 

Ｆｓｂ N/m2 常時考慮する積雪荷重 

ＦＶｋ N/m2 
従荷重として地震荷重を組み合わせるときの降下火砕物等の堆積に

よる鉛直荷重 

ＦＶｓ N/m2 
従荷重として積雪荷重を組み合わせるときの降下火砕物等の堆積に

よる鉛直荷重 

ｆ’ｓ N/(m2・cm) 建築基準法施行令に基づき設定する積雪の単位荷重 

g m/s2 重力加速度 

Ｈａ cm 降下火砕物の層厚 

Ｈｓ cm 組合せ荷重として考慮する積雪深 

Ｈｓｂ cm ベース負荷として考慮する積雪深 

ρ kg/m3 降下火砕物の湿潤密度 

 

   b. 鉛直荷重 

     鉛直荷重については，降下火砕物，地震及び積雪を考慮する。 

 

    (a) 降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

      湿潤状態の降下火砕物による荷重は，次式のとおり算出する。 

Ｆａ=ρ･g･Ｈａ･10-2 

      積雪荷重は，次式のとおり算出する。 

Ｆｓ=ｆ’ｓ･Ｈｓ ，Ｆｓｂ=ｆ’ｓ･Ｈｓｂ 

      湿潤状態の降下火砕物に積雪を踏まえた鉛直荷重は，次式のとおり算出する。 

ＦＶｋ=Ｆａ+Ｆｓｂ ，ＦＶｓ=Ｆａ+Ｆｓ+Ｆｓｂ 
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     表 4－3に入力条件を示す。 

 

表 4－3 入力条件 

ρ 

(kg/m3) 

g 

(m/s2) 

Ｈａ 

(cm) 

ｆ’ｓ 

(N/(m2・cm)) 

Ｈｓ 

(cm) 

Ｈｓｂ 

(cm) 

1500 9.80665 35 29.4 84.3 31.1 

 

     以上を踏まえ，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は， 

ＦＶｋ＝6063N/m2，ＦＶｓ＝8542N/m2とする。 

 

    (b) 地震による鉛直荷重 

      鉛直方向設計震度ＣＶによって発生する鉛直荷重を算出する。 

 

   c. 水平荷重 

     水平荷重については，地震を考慮する。 

 

    (a) 地震による水平荷重 

      水平方向設計震度ＣＨによって発生する水平荷重を算出する。 

 

 4.2 許容限界 

   許容限界は，Ⅴ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4. 要求機

能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示

す評価方針を踏まえて，評価対象部位ごとに設定する。 

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた，評価対象部位

ごとの許容限界を表 4－4に示す。 

 

  (1) 屋根板，胴板（上部及び下部）及び基礎ボルト 

    構造強度評価においては，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重，地震荷重及びその他の荷

重に対し，軽油タンクを構成する屋根板，胴板（上部及び下部）及び軽油タンクを支持する

基礎ボルトが，おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する評価方針としているこ

とを踏まえ，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ ４６０１-1987（日本電気協会）（以

下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として

設定する。 
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表 4－4 許容限界 

施設

名称 

荷重の 

組合せ 

評価対象 

部位 

機能損傷モード 
許容限界 

応力等の状態 限界状態 

軽
油
タ
ン
ク 

Ｆｄ+ＦＶｋ+Ｆｋ 

胴板 

（下部） 
圧縮，曲げ 

部材が弾性域に留

まらず塑性域に入

る状態 

ＪＥＡＧ４６０１

に準じて許容応力

状態ⅢＡＳの許容応

力以下とする＊1，＊2 

基礎ボルト 
引張，せん断， 

組合せ 

Ｆｄ+ＦＶｓ 

屋根板 圧縮，曲げ 

胴板 

（上部） 
圧縮，曲げ 

  Ｆｄ ：常時作用する荷重 

  ＦＶｋ：従荷重として地震荷重を組み合わせるときの降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

  Ｆｋ ：従荷重として組み合わせる地震荷重 

  ＦＶｓ：従荷重として積雪荷重を組み合わせるときの降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

  注記＊1 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－5 クラス２，３容器の許容限界を準用する。 

    ＊2 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－6 クラス２，３支持構造物の許容限界を準用する。 

 

表 4－5 クラス２，３容器の許容限界 

許容応力 

状態 

許容限界 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 
一次＋二次応力 

ⅢＡＳ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金については 1.2Ｓと

する。 

左欄の 1.5倍の値 2Ｓｙ 

  注：座屈に対する評価が必要な場合には，クラスＭＣ容器の座屈に対する評価式による。 
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表 4－6 クラス２，３支持構造物の許容限界 

許容応力 

状態 

許容限界＊1 

（ボルト以外） 

許容限界＊1 

（ボルト等） 

一次応力 一次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張 せん断 

ⅢＡＳ 1.5 𝑓ｔ 1.5 𝑓ｓ 1.5 𝑓c 1.5 𝑓b 1.5 𝑓ｔ 1.5 𝑓ｓ 

  注記＊1 ：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

 

    引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力𝑓ｔｓは以下のとおり。 

𝑓ｔｓ= Min{1.4(1.5𝑓ｔ)-1.6τｂ , 1.5𝑓ｔ}   
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5. 強度評価方法 

  評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の上，規格及び基準類や既往の文献にお

いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。 

  ・ＦＥＭ等を用いた解析法 

  ・定式化された評価式を用いた解析法 

  具体的な評価においては，ＪＥＡＧ４６０１を準用する。 

  降下火砕物等の堆積による鉛直荷重，地震による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設の

強度評価方法として，軽油タンクの強度評価方法を以下に示す。 

 

 5.1 評価条件 

   平底たて置円筒形容器の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

  (1) 平底たて置円筒形容器の強度計算において，地震荷重による影響が大きな胴板（下部）及

び基礎ボルトは 1質点系モデルとして強度評価式により評価し，降下火砕物等が堆積する屋

根板及びその屋根板に接続する胴板（上部）はＦＥＭ解析により評価を行う。計算モデルを

図 5－1に示す。 

  (2) 計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

(3) 降下火砕物等の堆積による鉛直荷重については，建築基準法施行令第 86条に基づき，屋根

の水平投影面積に対し降下火砕物等の層厚により上載質量を算出し，屋根板表面積で除する

ことにより入力荷重を算出し等分布荷重として保守的に設定する。 

(4) 地震荷重は，年超過確率 10-2相当の地震動を主荷重に組み合わせる地震荷重として考慮す

ることとするが，その大きさは，年超過確率 10-2相当地震動を上回る地震動として，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力を地震荷重として設定する。 

 

 5.2 評価対象部位 

   評価対象部位及び評価内容を表 5－1に示す。 

 

表 5－1 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

胴板 

（下部） 
圧縮，曲げ 

基礎ボルト 
引張，せん断， 

組合せ 

屋根板 圧縮，曲げ 

胴板 

（上部） 
圧縮，曲げ 
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 5.3 強度評価方法（1質点系モデル） 

  (1) 記号の定義 

    平底たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号を表 5－2に示す。 

 

表 5－2 平底たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 基礎ボルト呼び径断面積  

Ｃｃ ― 基礎ボルト計算における係数  

ＣＨ ― 弾性設計用地震動Ｓｄによる水平方向設計震度  

Ｃｔ ― 基礎ボルト計算における係数  

ＣＶ ― 弾性設計用地震動Ｓｄによる鉛直方向設計震度  

Ｄｃ mm 基礎ボルト中心円直径  

Ｄｉ mm 胴内径  

Ｄｂｉ mm ベースプレート内径  

Ｄｂｏ mm ベースプレート外径  

Ｅ MPa 縦弾性係数 

ｅ ― 基礎ボルト計算における係数  

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値  

Ｆｃ N 基礎に作用する圧縮力  

Ｆｔ N 基礎ボルトに作用する引張力  

𝑓ｂ MPa 曲げモーメントにより生じる座屈応力  

𝑓ｃ MPa 軸圧縮荷重により生じる座屈応力  

g m/s2 重力加速度  

Ｈ m 全高 

Ｈｈ mm 液面高さ  

ｋ ― 基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数  

ℓｇ mm 基礎から容器重心までの距離 

ℓ1, ℓ2 mm 基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離  

Ｍｓ N･mm 転倒モーメント  

ｍ0 kg 容器の有効運転質量  

ｍe kg 空質量  

ｍs kg 降下火砕物等の堆積による質量 

ｎ ― 基礎ボルト本数  

ＲＢ mm 胴平均半径  

ｓ ― 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比  

ｔ mm 胴板厚  

ｔ1 mm 基礎ボルト面積相当板幅  



 

13 

K7
 ①

 Ｖ
-3
-別

添
2-
1-
1 
R0
 

表 5－2 平底たて置円筒形容器の強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｔ2 mm 圧縮側基礎相当幅  

ｚ ― 基礎ボルト計算における係数  

α1 ― 安全率  

α2 rad 基礎ボルト計算における中立軸を定める角度  

η ― ＲＢ/ｔ  

η1 ― 1200×g/Ｆ  

η2 ― 8000×g/Ｆ  

η3 ― 9600×g/Ｆ  

π ― 円周率  

ρ ― 軽油の比重  

σ0 MPa 胴に生じる組合せ一次一般膜応力  

σ0ｃ MPa 胴に生じる組合せ一次一般膜応力（圧縮） 

σ0ｔ MPa 胴に生じる組合せ一次一般膜応力（引張） 

σｂ MPa 基礎ボルトに生じる引張応力  

σｃ MPa 基礎に生じる圧縮応力  

σｘｃ MPa 胴に生じる軸方向応力の和（圧縮） 

σｘｔ MPa 胴に生じる軸方向応力の和（引張） 

σｘ2 MPa 
自重（空質量）及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生じ

る軸方向応力  

σｘ3 MPa 
鉛直方向地震力及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生

じる軸方向応力  

σｘ4 MPa 
水平方向地震力及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生

じる軸方向応力  

σｘｂｓ MPa 曲げモーメントにより生じる圧縮応力  

σｘｃｓ MPa 軸圧縮荷重により生じる圧縮応力  

σφｃ MPa 胴に生じる周方向応力の和（圧縮）  

σφｔ MPa 胴に生じる周方向応力の和（引張）  

σφ1 MPa 静水頭により胴に生じる周方向応力  

σφ2 MPa 鉛直方向地震力により胴に生じる周方向応力  

τ MPa 水平方向地震力により胴に生じるせん断応力  

τｂ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力  

φｂ MPa 座屈応力𝑓ｂを算出する際の関数  

φｃ MPa 座屈応力𝑓ｃを算出する際の関数  
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  (2) 計算モデル 

 

       降下火砕物等の堆積による荷重 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 平底たて置円筒形容器モデル図 
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地震による 

鉛直荷重 
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  (3) 強度評価方法 

   a. 胴に生じる応力 

    (a) 静水頭及び鉛直方向地震力により胴に生じる周方向応力 

      静水頭により胴に生じる周方向応力 

σφ1=
10-6∙g∙ρ∙Ｈ

ｈ
∙Ｄ

ｉ

2ｔ
 

      鉛直方向地震力により胴に生じる周方向応力 

σφ2=
10-6∙g∙ρ∙Ｈ

ｈ
∙Ｄ

ｉ
∙Ｃ

Ｖ

2ｔ
 

 

    (b) 胴の自重（空質量），鉛直方向地震力及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に

生じる軸方向応力 

      自重（空質量）及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生じる軸方向応力 

σｘ2=
(ｍ

ｅ
+ｍ

ｓ
) ∙g

π (Ｄ
ｉ
+ｔ)∙ｔ

 

      鉛直方向地震力及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生じる軸方向応力 

σｘ3=
Ｃ

Ｖ
∙ (ｍ

ｅ
+ｍ

ｓ
)∙g

π (Ｄ
ｉ
+ｔ)∙ｔ

 

 

    (c) 水平方向地震力により生じる応力 

      水平方向地震力及び降下火砕物等の堆積による荷重により胴に生じる軸方向応力 

σｘ4=
4Ｍ

ｓ

π (Ｄ
ｉ
+ｔ)

2

∙ｔ
 

      ここで， 

Ｍ
ｓ
=Ｃ

Ｈ
∙ (ｍ

0
+ｍ

ｓ
) ∙g∙ℓ

ｇ
 

      水平方向地震力により胴に生じるせん断応力 

τ=
2Ｃ

Ｈ
∙ (ｍ

0
+ｍ

ｓ
)∙g

π (Ｄ
ｉ
+ｔ)∙ｔ

 

 

    (d) 胴に生じる組合せ一次一般膜応力及び組合せ一次応力 

     イ. 組合せ引張応力 

       胴に生じる周方向応力の和（引張） 

σφｔ=σφ1+σφ2 
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       胴に生じる軸方向応力の和（引張） 

σｘｔ= -σｘ2+√σｘ3
2+σｘ4

2 

       胴に生じる組合せ一次一般膜応力（引張） 

σ0ｔ=
1

2
{(σｘｔ+σφｔ)+√(σｘｔ-σφｔ)

2
+4τ2} 

 

     ロ. 組合せ圧縮応力 

       胴に生じる周方向応力の和（圧縮） 

σφｃ= -σφ1-σφ2 

       胴に生じる軸方向応力の和（圧縮） 

σｘｃ= σｘ2+√σｘ3
2+σｘ4

2 

       胴に生じる組合せ一次一般膜応力（圧縮） 

σ0ｃ=
1

2
{(σｘｃ+σφｃ)+√(σｘｃ-σφｃ)

2
+4τ2} 

 

     ハ. 組合せ応力 

       胴に生じる組合せ一次一般膜応力 

σ0= Max[σ0ｔ,σ0ｃ] 

       組合せ一次応力は組合せ一次一般膜応力と同じになる。 

 

    (e) 軸圧縮荷重及び曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

      軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 

σｘｃｓ= σｘ2+σｘ3 

      曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

σｘｂｓ= σｘ4 

 

   b. 胴の座屈評価 

    (a) 軸圧縮荷重により生じる座屈応力 

𝑓ｃ=

{
 
 

 
 Ｆ                                                                                             (η≦η

1
)                 

Ｆ [1-
1

6800×g
{Ｆ-φｃ(η2

)}(η-η
1
)]               (η

1
<η<η

2
)                 

φｃ(η)                                                                       (η
2
≦η≦800)                 

  

      ここで， 

φｃ(η)= 0.6
Ｅ

η
[1-0.901{1-exp(-

1

16
√η)}] 
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    (b) 曲げモーメントにより生じる座屈応力 

𝑓ｂ=

{
 
 

 
 Ｆ                                                                                             (η≦η

1
)         

Ｆ [1-
1

8400×g
{Ｆ-φｂ(η3

)}(η-η
1
)]               (η

1
<η<η

3
)         

φｂ(η)                                                                      (η
3
≦η≦800)         

  

      ここで， 

φｂ(η)= 0.6
Ｅ

η
[1-0.731{1-exp(-

1

16
√η)}] 

 

    (c) 安全率α1 

      安全率は，各荷重の組合せに対して 

α1=

{
 
 

 
 1.0                                                       (η≦η

1
)           

1.0+
Ｆ

13600×g
(η-η

1
)         (η

1
<η<η

2
)           

1.5                                                     (η
2
≦η)           

  

      ここで， 

η= 
Ｒ

Ｂ

ｔ
, η

1
= 

1200×g

Ｆ
,  η

2
= 

8000×g

Ｆ
, η

3
= 

9600×g

Ｆ
 

 

    (d) 座屈評価 

      以下の式により評価を行う。 

α1∙ σｘｃｓ

𝑓ｃ

+
α1∙ σｘｂｓ

𝑓ｂ

  ≦ 1 

 

   c. 基礎ボルト評価 

    (a) 基礎ボルトに生じるせん断応力 

τｂ=
Ｃ

Ｈ
∙ (ｍ

0
+ｍ

ｓ
) ∙g

ｎ∙Ａ
ｂ

 

 

    (b) 基礎ボルトに生じる引張応力 

      基礎ボルトに引張力が発生しないのは，α2がπに等しくなったときであり，α2をπ

に近づけた場合の値ｅ=0.75及びｚ=0.25を，Ｆｔを求める式に代入し，得られるＦｔの

値によって引張力の有無を次のように判断する。 

      ・Ｆｔ≦0ならば，引張力は作用しない。 

      ・Ｆｔ＞0ならば，引張力は作用しているので以降の計算を行う。 

      転倒モーメントＭｓが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷

重については，荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める。基礎の荷重説

明図を図 5－2に示す。 
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図 5－2 基礎の荷重説明図（ＪＥＡＧ４６０１より抜粋） 

 

     イ. σｂ，σｃを仮定して係数ｋを求める。 

ｋ=
1

1+
σｂ

ｓ∙σｃ

 

 

     ロ. α2を求める。 

α2= cos
-1(1-2ｋ) 

 

     ハ. 各定数ｅ，ｚ，Ｃｔ及びＣｃを求める。 

ｅ=
1

2
{
(π-α2)∙cos

2 α2+
1
2
(π-α2)+

3
2 sinα2 ∙ cosα2

(π-α2) cosα2 + sinα2

} 

+
1

2
(

1
2α2-

3
2 sinα2 ∙ cosα2 +α2∙cos

2 α2

sinα2 -α2∙ cosα2

) 

ｚ=
1

2
{cosα2 +

1
2α2 -

3
2 sinα2 ∙ cosα2+α2∙cos

2 α2

sinα2-α2∙ cosα2

} 

Ｃ
ｔ
=
2{(π-α2)∙cosα2 + sinα2}

1+ cosα2

 

Ｃ
ｃ
=
2(sinα2-α2 cosα2)

1- cosα2
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     二. 各定数を用いてＦｔ，Ｆｃを求める。 

Ｆ
ｔ
=

1

ｅ∙Ｄ
ｃ

√Ｍ
ｓ

2

+ (Ｃ
Ｖ
∙ (ｍ

0
+ｍ

ｓ
)∙g∙ｚ∙Ｄ

ｃ
)
2

-
ｚ

ｅ
(ｍ

0
+ｍ

ｓ
) ∙g 

Ｆ
ｃ
=

1

ｅ∙Ｄ
ｃ

√Ｍ
ｓ

2

+ (Ｃ
Ｖ
∙ (ｍ

0
+ｍ

ｓ
)∙g∙(ｚ-ｅ)∙Ｄ

ｃ
)
2

-(1-
ｚ

ｅ
) (ｍ

0
+ｍ

ｓ
)∙g 

 

     ホ. σｂ，σｃを求め，(イ)にて仮定した値を十分に近似していることを確認する。 

σｂ=
2Ｆ

ｔ

ｔ
1
∙Ｄ

ｃ
∙Ｃ

ｔ

 

σｃ=
2Ｆ

ｃ

(ｔ
2
+ｓ∙ｔ

1 
)∙Ｄ

ｃ
∙Ｃ

ｃ

 

       ここで， 

ｔ
1
=
ｎ∙Ａ

ｂ

π∙Ｄ
ｃ

 

ｔ
2
=
1

2
(Ｄ

ｂｏ
-Ｄ

ｂｉ
) -ｔ

1
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6. 適用規格 

  Ⅴ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」においては，降下火砕物の影響を考慮する施

設の設計に係る適用規格を示している。 

  これらのうち，軽油タンクの強度評価に用いる規格，規準等を以下に示す。 

  ・建築基準法及び同施行令 

  ・新潟県建築基準法施行細則（昭和 35年 12月 30日新潟県規則第 82号） 

  ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007（日本機械学会） 

  ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ ４６０１・補-1984 

  （日本電気協会） 

  ・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ ４６０１-1987（日本電気協会） 

  ・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（日本建築学会，2005改定） 

 


